
 
 

 

報  道  資  料 
 

 令和６年６月２７日 
 奈良県総務部人事課 
総務・給与係 
      乾、濱口 
 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 0742-27-8518) 
（内線 2180、2175） 

 

本県の令和６年６月の期末手当及び勤勉手当の支給状況について 

 

 

令和６年６月２８日に支給する期末手当・勤勉手当の支給状況については、下記のとおりです。 

なお、下記１～４には、特別職（議員を除く）を含みます。 

 

記 

 

  （参考：前年６月期） 

１ 支給人員  １４，４４２人 

（会計年度任用職員除く） 

 

１４，３８９人 

（会計年度任用職員除く） 

２ 平均年齢 

 

 

４０．９歳 

（会計年度任用職員除く） 

４１．０歳 

（会計年度任用職員除く） 

３ １人当たり平均支給額 

 

８２４，３６５円（税込み） 

（会計年度任用職員除く） 

 

７８９，０９２円 

（会計年度任用職員除く） 

４ 支給総額 １１９億５４８万円 

（会計年度任用職員除く） 

１１３億５，４２４万円 

（会計年度任用職員除く） 

 

 

 

※ 令和５年人事委員会勧告に基づく期末手当及び勤勉手当の支給割合引上げ（前年６月比＋

0.075月）に伴い、「１人当たり平均支給額」及び「支給総額」は、前年６月期に比べて増加

となった。 

  

 

５ 会計年度任用職員に対する支給状況 

       (1)支給対象人数：１，２７７人 

       (2)支 給 総 額：４億７，３９２万円 

    (3)支 給 割 合：２．２５月（期末手当１．２２５月、勤勉手当１．０２５月） 

 

 



別紙

◆会計年度任用職員 1,277人分は除く
対前年度

［　増減　］

１　支給人員 14,442人 +0.37% 14,389人

［＋53人］

内訳 知事部局等 3,645人 内訳 知事部局等 3,582人

警察 2,784人 警察 2,769人

学校 8,013人 学校 8,038人

（小・中・県立学校） （小・中・県立学校）

２　平均年齢 40.9歳 ［▲ 0.1歳] 41.0歳

内訳 知事部局等 41.6歳 内訳 知事部局等 42.1歳

警察 38.5歳 警察 38.2歳

学校 41.4歳 学校 41.5歳

（小・中・県立学校） （小・中・県立学校）

３　１人平均支給額 824,365円 +4.47% 789,092円

（税込）　　 ［＋35,273円］

内訳 知事部局等 775,301円 内訳 知事部局等 755,233円

警察 822,462円 警察 783,340円

学校 847,345円 学校 806,161円

（小・中・県立学校） （小・中・県立学校）

　　　１人平均法定控除額 158,789円 185,868円

　　　１人平均差引支給額 665,576円 +10.34% 603,224円

［＋62,352円］

４　支給総額（税込） +4.85%

［+5億5,124万円］

５　支給割合　※

期末 ［+0.05月分］ 期末

勤勉 ［+0.025月分］ 勤勉

計 ［+0.075月分］ 計

期末 ［+0.05月分］ 期末

勤勉 ［+0.025月分］ 勤勉

計 ［+0.075月分］ 計

６　知事 期末手当 1.650月分 ［±0月分］ 期末手当 1.650月分

(現)知事 3,000,643円 （在職期間率　30/100） 900,193円

(前)知事 （在職期間率　80/100）2,400,515円

７　副知事 期末手当 1.700月分 ［+0.05月分］ 期末手当 1.650月分

（在職期間率 100/100） 2,411,630円 （在職期間率 100/100）2,340,699円

（在職期間率　30/100） 723,489円

◆参考（上記、支給人員に含まれておりません）

奈良県議会議員 期末手当 1.675月分 ［+0.05月分］ 期末手当 1.625月分

　　議長 2,343,743円 2,273,781円

　　副議長 2,047,436円 1,986,318円

　　一般議員
（在職期間率
　100/100の場合） 1,889,567円 （在職期間率

　100/100の場合） 1,833,162円

期末手当・勤勉手当支給状況（支給日　令和６年６月２８日）

前年度実績

119億548万円 113億5424万円

0.975月分

（一般職員） （一般職員）

1.225月分 1.175月分

1.025月分 1.000月分

1.225月分 1.200月分

2.250月分 2.175月分

※　「勤勉」手当については、「一般職の職員の給与に関する条例」で定められた支給総額の上限割合を記載
　   職員個々の支給においては、個々の業績評価の結果に応じた支給割合により支給
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標準成績の場合、一般職員1.010月、特定幹部職員1.210月等）

2.250月分 2.175月分

（特定幹部職員） （特定幹部職員）

1.025月分


